
平
成
二
十
四
年
六
月
十
九
日
提
出

質

問

第

三

〇

五

号

独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
公
募
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

石

田

真

敏
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独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
公
募
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日
に
「
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
人
事
に
関
す
る
当
面
の
対
応
方
針
に
つ
い
て
」
が
閣
議
決
定

さ
れ
、
�
現
在
、
公
務
員
Ｏ
Ｂ
が
役
員
に
就
任
し
て
い
る
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
後
任
者
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
場
合
及
び
�
新
た

に
公
務
員
Ｏ
Ｂ
を
役
員
に
任
命
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
公
募
に
よ
り
後
任
者
の
選
考
を
行
う
、
こ
と
と
さ
れ
た
。

右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

対
象
と
な
る
役
員
ポ
ス
ト
に
つ
い
て

�

閣
議
決
定
さ
れ
た
当
時
、
右
条
件
に
該
当
す
る
ポ
ス
ト
は
い
く
つ
あ
っ
た
か
。

�

閣
議
決
定
以
降
、
実
際
に
公
募
が
行
わ
れ
た
ポ
ス
ト
の
数
は
い
く
つ
で
あ
る
か
。

�

右
で
問
う
�
と
�
の
数
に
差
異
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
要
因
は
何
か
。

二

公
募
の
上
で
行
わ
れ
た
人
事
に
つ
い
て

�

公
募
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
は
何
名
か
。

�

前
職
が
公
務
員
で
あ
っ
た
者
は
何
名
か
。

�

前
職
が
民
間
企
業
で
あ
っ
た
者
は
何
名
か
。

一



�

前
職
が
民
間
企
業
で
あ
っ
た
者
の
採
用
時
に
お
け
る
年
齢
構
成
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。

�

選
考
に
あ
た
っ
て
、
も
っ
と
も
重
視
し
た
基
準
の
別
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


